
資料１

給付と負担の見直し案について



地方議会議員年金制度 【給付と負担の見直し案】１

○ 地方議会議員年金財政の悪化は市町村合併による議員数の急減が主な原因であり 合併特例法においては 国は

考え方

○ 地方議会議員年金財政の悪化は市町村合併による議員数の急減が主な原因であり、合併特例法においては、国は、
地方議会議員年金財政の健全な運営を図るため必要な措置を講ずるものとされている。

○ 地方議会議員年金は、地方議会議員の職務の重要性等を勘案して設けられた公的な互助年金であり、現実に、地方
議会議員及びその遺族の老後の生活を保障する役割も有している。議会議員及 そ 遺族 老後の 活を保障する役割も有 る。

○ 平成１８年に廃止された国会議員互助年金（国費負担：議員負担＝７：３）と異なり、地方議会議員年金は、これまで議
員本人が６割を負担する互助的な年金として運営してきた。

具体的な方策

○ 市町村は、市町村合併の影響を大きく受けたことから、激変緩和負担金を含めた公費負担率が当分の間、毎年５０％
程度となるように、激変緩和負担金を強化・延長し、給付水準・掛金・負担金を総合的に見直し

※ この場合 平成２３年から約２０年間で 未措置の合併影響分（約1 883億円）のうち 約７割（約1 296億円）が措置される

具体的な方策

※ この場合、平成２３年から約２０年間で、未措置の合併影響分（約1,883億円）のうち、約７割（約1,296億円）が措置される。

○ 都道府県は、「公費負担：議員負担＝４：６」を基本として、給付水準・掛金・負担金を総合的に見直し

【Ａ案】 市町村 都道府県

給付水準
概ね１０％カット

・高額所得者の支給停止強化
・低所得者の配慮措置充実

概ね１０％カット
・高額所得者の支給停止強化
・低所得者の配慮措置充実

掛金
１６％→１７．５％（+1.5%）

→１６．５％（+0.5%）
１３％→１３．５％（+0.5% ）

特別掛金
７．５％→１３％（+5.5% ）

→９％（+1.5%）
２％→２．５％（+0.5% ）

負担金
１２％→１４．５％（+2.5%）

→１３％（+1.0% ）
１０％→１０％（±0% ）

1

激変緩和負担金
（合併特例）

４．５％→７．８％（+3.3%）

→６．８％（+2.3% ）
・期間を１０年延長、漸減なし

※下線部：Ｈ２３からＨ３０ま
で臨時的に率をかさ上げ



地方議会議員年金制度 【給付と負担の見直し案】２

村合併 響 財 激変緩 措 負担金を 倍 強

具体的な方策

○ 市町村合併の影響による財源不足に対しては、激変緩和措置負担金を３倍以上に強化

○ 市町村合併以外の原因による財源不足に対しては、「公費負担：議員負担＝４：６」を基本として、給付水準・掛金・負
担金を総合的に見直し

【Ｂ案】 市町村 都道府県

給付水準
概ね５％カット

・高額所得者の支給停止強化
・低所得者の配慮措置充実

【参考】
１０％カット

の場合

概ね５％カット
・高額所得者の支給停止強化
・低所得者の配慮措置充実

【参考】
１０％カット

の場合・低所得者の配慮措置充実 の場合 ・低所得者の配慮措置充実 の場合

掛金 １６％→１７％
（+1% ）

16.5%
(+0.5%）

１３％→１３．５％
（+0.5% ）

13.5%
(+0.5%）

特別掛金 ７．５％→１０％
（+2.5% ）

8.0%
（+0.5%）

２％→４％
（+2% ）

2.5%
（+0.5%）

負担金 １２％→１４％
（+2% ）

13%
（+1.0%)

１０％→１０．５％
（+0.5% ）

10%
（±0%)

激変緩和負担金
（合併特例）

４．５％→１４％
（+9.5% ） 同左

（合併特例）
期間を５年延長

【問題点】【問題点】

○ Ｂ案は、公費負担率が１０年以上の期間にわたり、５０％を超える（５７．４％）こととなり、国民の理解が得られない
のではないか。
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給付と負担の見直しによる収支改善効果

単位：億円【給付と負担の見直しによる収支改善効果（Ｈ２３～Ｈ４３）】 単位 億

Ａ案
収支改善効果
(a) = (b) + (c)

収入面の
改善効果

(b)

支出面の
改善効果

(c)

うち掛金の
引上げによる

効果

うち特別掛金の
引上げによる

効果

うち負担金の
引上げによる

効果

うち激変緩和
負担金の引上げ

による効果

都道府県 118 25
16

(13%→13.5%)
9

(2%→2.5%)
0

(10%→10%)
93

(概ね10%カット）

市町村 3,351 2,227 228
(16% 17 5% 16 5%)

298
(7 5%→13%→9%)

405
(12%→14 5%→13%）

1,296
(4.5%→7.8%→6.8%)

(期間を10年延長）

1,124
(概ね10%カット）

Ｂ案
収支改善効果
(a) = (b) + (c)

収入面の
改善効果

( )

支出面の
改善効果

( )

うち掛金の
引上げによる

うち特別掛金の
引上げによる

うち負担金の
引上げによる

うち激変緩和
負担金の引上げ

(16%→17.5%→16.5%) (7.5%→13%→9%) (12%→14.5%→13%） (期間を10年延長）
（漸減なし）

(概ね10%カット）

(a)  (b)  (c)
(b) (c)

引上げによる
効果

引上げによる
効果

引上げによる
効果

負担金の引上げ
による効果

都道府県 116 69
16

(13%→13.5%)
36

(2%→4%)
16

(10%→10.5%)
47

(概ね5%カット）

1 865
市町村 3,406 2,844

248
(16%→17%)

234
(7.5%→10%)

496
(12%→14%)

1,865
(4.5%→14%)

(期間を５年延長）

562
(概ね5%カット）
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【参考】 市町村合併がなかったと仮定した場合の試算について 市＋町村

○ 第３回検討会においては、財政不足額（約3,400億円）のうち、合併影響分（未措置）が約1,883億円、合併以外影響分
が約1,517億円と分析。

財政不足（約20年間：H23～H43）：約3,400億円

＜合併以外影響分＞ ＜合併影響分＞
（未措置）

約1,517億
（未措置）

約1,883億

（１）合併影響分の算定

財政見通し（基準試算）における収支差
（激変緩和措置（合併特例）を除く）

約5 664億円 （H11～H43）
－

市町村合併がなかったと仮定した場合の
財政見通し（合併なし試算）における収支差

約3 030億円 （H11 H43）

合併の影響による財政不足額
（合併影響分）

約2 634億円 （H11 H43）

＝
約5,664億円 （H11～H43） 約3,030億円 （H11～H43） 約2,634億円 （H11～H43）

（２）合併影響分（未措置）の算定

合併の影響による財政不足額
（合併影響分） －

平成18年改正で導入された
激変緩和措置（合併特例）の効果額 ＝

合併の影響による財政不足額
（合併影響分）【未措置】（合併影響分）

約2,634億円 （H11～H43）

激変緩和措置（合併特例）の効果額

約751億円（H11～H43)
＝ （合併影響分）【未措置】

約1,883億円 （H11～H43）
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地方議会議員年金制度 【給付と負担の見直し案（Ａ案）】

【議員負担と公費負担の推移（都道府県＋市町村）】

70,000

80,000

議員負担

公費（合併特例（追加））

60,000

公費（合併特例（現行））

公費（負担金）

50,000

31,412
33,969

40,000

,

議員負担

20,000

30,000

5,770

合併特例

4,572

6,234

21,804

6 835

10,000 20,625

合併特例

負担金

22,052
14,275

6,835

0

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43

負担金

百万円／年度 5



地方議会議員年金制度 【給付と負担の見直し案（Ａ案）】

【議員負担と公費負担の推移（市町村）】

90%

100%

70,000

80,000

議員負担

公費（合併特例（追加））

公費（合併特例（現行））

70%

80%

60,000

公費（負担金）

公費負担率（市町村）

公費負担率（市町村）【合併特例除く】

60%

70%

50,000

28,139 31,043

40%

50%40,000

,

38.9%

49.9%

39.3% 39.5%

46.6%

30%

20,000

30,000

5,770

4,572 議員負担

合併特例

6,234

20,007

10%

20%

10,000
18,518 20,088

合併特例

負担金
13 068

6,835

0%0

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43
百万円／年度

13,068
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地方議会議員年金制度 【給付と負担の見直し案（Ａ案）】

【議員負担と公費負担の推移（都道府県）】

90%

100%

7,000

8,000

議員負担

公費（負担金）

70%

80%

6,000

公費（負担金）

公費負担率（都道府県）

60%

70%

5,000

40%

50%4,000

40.2%
41.5%

30%

2,000

3,000

3,273

1,797

2,926 議員負担

10%

20%

1,000
2,107 1,964

1 207
負担金

0%0

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43

1,207

百万円／年度 7



地方議会議員年金制度における給付と負担の見直し状況（Ａ案）

給付の見直し 負担の見直し

平成18年平成14年 見直し案

２０％
引下げ

３０％
引下げ

掛金率
平成18年

改正
平成14年

改正平成18年
改正

平成14年
改正【現役会員】

３７％
引下げ

見直し案
（Ａ案）

見直し案
（Ａ案）

11% →  12% →  13% → 13.5%
都道
府県

引下げ 引下げ 引下げ

市 11% →  13% →  16%   →17.5%
～16.5%

町村 13% →  15% →  16%   →17.5%

50/150 → 40/150 → 35/150 → 31.5/150
特別掛金率 期末手当に

対する掛金

【 裁定者】

～16.5%

0.5% →  2% →   2% →  2.5%
都道
府県

１０％
引下げ

【既裁定者】

１９％
引下げ

市 0.5% →  5% →  7.5%  → 13%
～9%

町村 0 5% → 5% → 7 5% → 13%

負担金率

町村 0.5% →  5% →  7.5%  → 13%
～9%

9 5% → 10% → 10% → 10%
都道
府県50/150 → 50/150 → 45/150 → 40.5/150

9.5% → 10% →  10% →  10%府県

市 9.5% → 10.5% →  12%   →14.5%
～13%

9 5% → 11% → 12% →14 5%

※上記は、退職年金の「年金算定基礎率」
「加算率」についても、同率で削減

町村
9.5% → 11% →  12%   →14.5%

～13%
【激変緩和分（合併特例）】

（市町村のみ）
4.5%  →7.8%

【参考】
退職年金の額
＝平均標準報酬年額
×｛年金算定基礎率/150＋加算率/150×（在職年数−12年）｝

8～6.8%



地方議会議員年金の給付水準の変遷 【給付と負担の見直し案（Ａ案）】

50/150 × 45/150 × 40 5/150 ×Ⅰ

H15 H19 H23

裁定

50/150

遺族年金
受給権発生

×

25/150

45/150

遺族年金
受給権発生

×

22.5/150

40.5/150

遺族年金
受給権発生

×

20.25/150
20.25/150

22 5/150

A
B

在職期間

Ⅰ

25/150

裁定

45/150

遺族年金
受給権発生

× 40.5/150

遺族年金
受給権発生

× 36.45/150

遺族年金
受給権発生

×

22.5/150
C

在職期間

Ⅱ

受給権発生

22.5/150

受給権発生

20.25/150

受給権発生
18.225/150

36/150 32 4/150

18.225/150

20.25/150

D
E
F

Ⅲ

裁定

36/150

遺族年金
受給権発生

×

18/150

32.4/150

遺族年金
受給権発生

×

16.2/150
16.2/150 G

H

在職期間

Ⅲ

32.4/150

裁定 遺族年金
受給権発生

×

16.2/150

就任

I

在職期間

Ⅳ

31.5/150

裁定 遺族年金
受給権発生

×

15.75/150

就任

J

在職期間

Ⅴ 退職年金受給者

遺族年金受給者

31.5/150

裁定 遺族年金
受給権発生

×

15.75/150

就任

K

在職期間

Ⅵ
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財政見通し 【給付と負担の見直し案（Ａ案）】 都道府県
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財政見通し 【給付と負担の見直し案（Ａ案）】 市＋町村
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地方議会議員年金制度 【給付と負担の見直し案（Ｂ案）】

【議員負担と公費負担の推移（都道府県＋市町村）】

70,000

80,000

議員負担

公費（合併特例（追加））

60,000

公費（合併特例（現行））

公費（負担金）

31,870

50,000

31,412

議員負担

40,000

,

13,161

20,000

30,000

5,770
22,789

合併特例
6,234

10,000 20,625 21,457
15,340負担金

0

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43
百万円／年度 12



地方議会議員年金制度 【給付と負担の見直し案（Ｂ案）】

【議員負担と公費負担の推移（市町村）】

90%

100%

70,000

80,000

議員負担

公費（合併特例（追加））

公費（合併特例（現行））

70%

80%

60,000

公費（負担金）

公費負担率（市町村）

公費負担率（市町村）【合併特例除く】

28,780

60%

70%

50,000

28,139
57.4%

議員負担

40%

50%40,000

,

40.3% 40.3%
46.6%

30%

20,000

30,000

5,770

38.9% 13,161

20,890

合併特例

6,234

10%

20%

10,000
18,518 19,395

14,073負担金

0%0

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43

14,073負担金

百万円／年度 13



地方議会議員年金制度 【給付と負担の見直し案（Ｂ案）】

【議員負担と公費負担の推移（都道府県）】

90%

100%

7,000

8,000

議員負担

公費（負担金）

70%

80%

6,000

公費（負担金）

公費負担率（都道府県）

60%

70%

5,000

40%

50%4,000

40.0% 40.0%
41.5%

30%

2,000

3,000

3,273

1,899

3,090 議員負担

10%

20%

1,000
2,107 2.062

1,267負担金

0%0

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43

1,267

百万円／年度

負担金
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地方議会議員年金制度における給付と負担の見直し状況（Ｂ案）

給付の見直し 負担の見直し

平成18年平成14年 見直し案

２０％
引下げ

３０％
引下げ

掛金率
平成18年

改正
平成14年

改正平成18年
改正

平成14年
改正【現役会員】

３３．５％
引下げ

見直し案
（Ｂ案）

見直し案
（Ｂ案）

11% →  12% →  13% → 13.5%
都道
府県

引下げ 引下げ 引下げ

市 11% →  13% →  16%   →  17%

町村 13% →  15% →  16%   →  17%

50/150 → 40/150 → 35/150 → 33.25/150
特別掛金率 期末手当に

対する掛金

【 裁定者】
0.5% →  2% →   2% →   4%

都道
府県

１０％
引下げ

【既裁定者】

１４．５％
引下げ

市 0.5% →  5% →  7.5%  →  10%

町村 0 5% → 5% → 7 5% → 10%

負担金率

町村 0.5% →  5% →  7.5%  →  10%

9 5% → 10% → 10% → 10 5%
都道
府県50/150 → 50/150 → 45/150 → 42.75/150

9.5% → 10% →  10% → 10.5%府県

市 9.5% → 10.5% →  12%   →  14%※上記は、退職年金の「年金算定基礎率」
「加算率」についても、同率で削減

町村 9.5% → 11% →  12%   →  14%

【激変緩和分（合併特例）】
（市町村のみ）

4.5%  →  14%

【参考】
退職年金の額
＝平均標準報酬年額
×｛年金算定基礎率/150＋加算率/150×（在職年数−12年）｝
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地方議会議員年金の給付水準の変遷 【給付と負担の見直し案（Ｂ案）】

50/150 × 45/150 × 42 75/150 ×Ⅰ

H15 H19 H23

裁定

50/150

遺族年金
受給権発生

×

25/150

45/150

遺族年金
受給権発生

×

22.5/150

42.75/150

遺族年金
受給権発生

×

21.375/150
21.375/150

23 75/150

A
B

在職期間

Ⅰ

25/150

裁定

45/150

遺族年金
受給権発生

× 40.5/150

遺族年金
受給権発生

× 38.475/150

遺族年金
受給権発生

×

23.75/150
C

在職期間

Ⅱ

受給権発生

22.5/150

受給権発生

20.25/150

受給権発生
19.2375/150

36/150 34 2/150

19.2375/150

21.375/150

D
E
F

Ⅲ

裁定

36/150

遺族年金
受給権発生

×

18/150

34.2/150

遺族年金
受給権発生

×

17.1/150
17.1/150 G

H

在職期間

Ⅲ

34.2/150

裁定 遺族年金
受給権発生

×

17.1/150

就任

I

在職期間

Ⅳ

33.25/150

裁定 遺族年金
受給権発生

×

16.625/150

就任

J

在職期間

Ⅴ 退職年金受給者

遺族年金受給者

33.25/150

裁定 遺族年金
受給権発生

×

16.625/150

就任

K

在職期間

Ⅵ
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財政見通し 【給付と負担の見直し案（Ｂ案）】 都道府県
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財政見通し 【給付と負担の見直し案（Ｂ案）】 市＋町村
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「給付と負担の見直し案」における留意点について

○ 平成１８年改正において 既裁定者の給付を１０％引き下げ（５０／１５０ ４５／１５０）

（留意点）既裁定者の給付引き下げは、憲法上の財産権との観点から許容されるか。

○ 平成１８年改正において、既裁定者の給付を１０％引き下げ（５０／１５０→４５／１５０）

○ 今回は、既裁定者の給付をさらに
・Ａ案で１０％（Ｈ１８改正前比：１９％引下げ（４５／１５０→４０．５／１５０）
・Ｂ案で５％（Ｈ１８改正前比：１４ ５％引下げ（４５／１５０→４２ ７５／１５０）Ｂ案で５％（Ｈ１８改正前比：１４．５％引下げ（４５／１５０ ４２．７５／１５０）

○ 加えて、前回、引き下げをしなかった遺族年金の既裁定者についても、Ａ案で１０％引下げ、Ｂ案で５％引き下げ

○ これらの措置は、憲法第29条に違反するか。最高裁判決の「その内容を変更する程度」として、許容される範囲か。

【参考１】日本国憲法
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
２ 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
３ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

【参考２】最高裁昭和53年７月12日大法廷判決
＜事案＞
農地法第80条第２項に基づく国有農地の売払いについて、事後の法律により売払いの対価を引き上げたことが、財産権の侵

害に当たるかが争われた事案。
＜判決（抄）＞＜判決（抄）＞

「法律でいったん定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである
限り、これをもって違憲の立法ということができないことは明らかである。」

「そして、右の変更が公共の福祉に適合するようにされたものであるかどうかは、いったん定められた法律に基づく財産権の
性質、その内容を変更する程度、及びこれを変更することによって保護される公益の性質などを総合的に勘案し、その変更が
当該財産権に対する合理的な制約として容認されるべきものであるかどうかによって、判断すべきである。」
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○平成18年検討会において整理した考え方は下記のとおりであり、さらなる既裁定者に対する給付の引下げを行う今回
の案について、「ⅱ）財産権の内容を変更する程度」の観点からどのように考えるか。

既裁定者の給付の引下げについて

○給付の引下げと財産権の保障との関係について

憲法で保障された財産権との関係で、既裁定者に対する給付の引下げが認められるためには、判例に示された基準
（ⅰ）財産権の性質、ⅱ）財産権の内容を変更する程度、ⅲ）財産権の内容を変更することによって保護される公益）の
観点からの検討が必要であり、それぞれの基準について、次のようなことが言えるものと考える。

ⅰ）財産権の性質
地方議会議員年金は、公的年金とは別に、地方議会議員の任務の重要性を勘案して政策的に設けられた互助年

金であり、財源についても、政策的な公費負担をしていることから、生活の安定という目的ばかりでなく、政策的な性
格を有する年金である。

ⅱ）財産権の内容を変更する程度
仮に、給付を１割程度引き下げたとしても、引下げ幅は、世帯主が６５歳以上の世帯の平均所得の約１．６～４．９％

にとどまることから、一般的には既裁定者の生活に与える影響は大きくないものと言える。

産権 変 保 益ⅲ）財産権の内容を変更することによって保護される公益
既裁定者に応分の負担を求めることで、現役会員の負担能力の限界を超える掛金の引上げや、現役世代と受給

者世代との間で給付と負担に関する著しい不公平が発生すること、公費負担が増大することを防ぎ、また、制度の破
綻により受給権が意味を失うことを回避することができる。このことは、結果として既裁定者の権利を保護することにつ
なながる。

以上の検討を踏まえると、きわめて厳しい地方議会議員年金の年金財政の状況の下で、現役会員の負担を更に引き
上げること、現役会員の給付を更に引き下げること、共済会の財政単位の在り方についても見直しを行うことなど、取り
う 対応策を十分と た上 既裁定者 対す 給付を 割引き げ と 憲法上も許容され も と考えられうる対応策を十分とった上で、既裁定者に対する給付を１割引き下げることは、憲法上も許容されるものと考えられる。

（地方議会議員年金制度検討会報告（H18.2）より）
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○ 第３回検討会における地方議会議員年金受給者の調査結果によれば、仮に１０％給付引き下げを行えば、退職年金
受給者（夫婦世帯）の平均総収入の約２．５％、遺族年金受給者（女子単身世帯）の平均総収入の約２．７％になるが、

既裁定者の給付の引下げについて

既裁定者の生活に与える影響をどのように考えるか。

【議員年金（退職年金）受給者（夫婦世帯）の状況＜収入・支出＞】

収入（年額） 支出（年額）

総収入
406 8

総収入
418 1

総支出
403 2406.8 418.1

総支出
376.8

403.2

公的年金
262 5

議員年金
103.2

（24.7%)

総収入

【参考】遺族年金 【参考】遺族年金

262.5
（64.5%)

公的年金
200.4

（47.9%)

総収入
184.9

議員年金
49.6

（26.8%)

総支出
189.6

老齢年金 議員年金 老齢年金 議員年金

公的年金
103.2

（55.8%)

議員年金 議員年金老齢年金
受給者

議員年金
（退職年金）

受給者

老齢年金
受給者

議員年金
（退職年金）

受給者

※アンケート調査では、1ヶ月平均の支出額であるた
め、便宜的に12を乗じて年額とした。

議員年金
（遺族年金）

受給者
（女子単身世帯）

議員年金
（遺族年金）

受給者
（女子単身世帯）
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